
 
さいたま市水道局告示第１３５号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項に規定する指定給水装置工事事業者とし

て、次のとおり指定したので、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１３年さいたま

市水道部企業管理規程第４０号）第１１条第１号の規定により告示する。 

  令和７年９月１９日 

さいたま市水道事業管理者 小 島 豪 彦 
１ 指定年月日 
 ・ 令和７年８月２９日 

２ 指定の有効期間 

・ 令和７年８月２９日から令和１２年８月２８日まで 

３ 指定した事業者 
 ・ 次の表のとおり 

指定番号 名称 住所 代表者名 

第 1499 号 株式会社イーファシリ

ティ 
相模原市南区当麻１２７２番地８ 江成 信武 

第 1500 号 しずく設計 埼玉県さいたま市桜区西堀７丁目１８番３０

号コーポフジ２０１ 
山野 直人  

第 1501 号 株式会社ケープラミン

グ 
埼玉県鴻巣市箕田３９０２番地１ 宮下 健 

第 1502 号 アクアトランス株式会

社 
東京都板橋区赤塚四丁目９番３４号 信澤 成実 

 


